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令和 3 年 11 月 日 
 

      御中 
 

公益社団法人 日本ナショナル・トラスト協会 
会長 池谷奉文(いけやほうぶん) 

※団体としての意見 

 

 

令和４年度予算・税制等に関する要望 
 

日頃より、国家の基本財産である豊かな自然や歴史的な環境等の保全にご尽力いただ

き、心より感謝申し上げます。 
 

 ナショナル・トラスト活動は、市民や企業から寄附を募り、自然の豊かな土地や歴史

的な建造物等を買取りまたは寄贈を受けることにより、すべての国民のために永遠に守

り継いでいく活動です。特に、トラスト地として保全される自然地は、気候調整や洪水

防御、食糧や医薬品等に供される遺伝子資源の産出、レクリエーションや観光といった

精神的・文化的な利益などの多様な生態系サービスを提供する、かけがえのない国の資

産です。 
現在の財政状況下において、自然環境や生物多様性の保全を進めるには、行政機関に

よる公有地化や保護区の設定を進めると同時に、民間のナショナル・トラスト活動の積

極的な推進が非常に重要となっています。 
 
一方、ナショナル・トラスト活動を取り巻く税制度等については、資産の取得、維持

に関する支援措置が十分に整えられてはおらず、トラスト活動の持続的な推進を阻んで

います。 
平成 20 年に制定された生物多様性基本法は、ナショナル・トラスト活動を推進するた

めに税制の優遇措置等の必要な措置を講ずることを国に求めています（第 8 条、第 21
条第 3 項）。平成 27 年 4 月に施行された「地域自然資産区域における自然環境の保全及

び持続可能な利用の推進に関する法律」も、自然環境トラスト活動を推進するために税

制上の措置を講ずるよう努めることを国に求めています。（第 11 条第 2 項）。 
 
以上のことから、我が国におけるナショナル・トラスト活動をより一層推進し、かけ

がえのない自然及び生態系を将来世代へと手渡していくため、「ナショナル・トラスト活

動の推進に関する法律」(仮称)の制定、及び、当面(令和４年度)の予算・税制等に関して、

次の４点を要望します。 
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記 

 

１. ナショナル・トラスト活動により取得する土地に対する『固定資産

税』、『不動産取得税』の非課税措置の創設 
 

ナショナル・トラスト活動により取得した土地に対する固定資産税、不動産取得税に

ついて、非課税や減免、課税免除及び不均一課税の規定適用（地方税法第 6 条、第 73
条の 4 第 1 項第 7 号、第 73 条の 31、第 348 条第 2 項第 12 号、第 367 条、各地方自治

体の税条例）の申請を行っています。申請に対する回答は、地方自治体次第であり、ナ

ショナル・トラスト活動の公益性に対する認識の差異により、非課税や減免となること

もあれば、群馬県、岩手県などで非課税や減免とならないこともあります。非課税等の

規定適用の申請手続きは、簡素化されてきているとはいえ、多大な労力が必要であり、

この点について、全国のトラスト活動団体から、税負担の公平性の欠如や、安定性のあ

るナショナル・トラスト活動を続け、またさらに発展させていく上での大きな課題であ

るとの声が寄せられています。 
今年 6 月に英国にて開催された G7 コーンウォール・サミットにおいて、「G7・2030

年自然協約」が採択され、2030 年までに生物多様性の損失を止めて反転させること、各

国の陸地及び海洋の少なくとも 30％を保全又は保護すること（「30by30（サーティー・

バイ・サーティー）」と呼ばれています。）などが決められました。ナショナル・トラス

ト活動は、この国際間の約束「30by30」の達成に大いに貢献するものです。 
国民の財産である自然環境や生物多様性の保全のため恒久的な土地の保全を目的とす

るナショナル・トラスト活動の公益性に鑑み、「ナショナル・トラスト活動の推進に関す

る法律」(仮称)の制定、及び、ナショナル・トラスト活動団体により取得した土地に対

する『固定資産税』、『不動産取得税』を、国の責任で非課税とする制度の創設を、強く

要望いたします。 

  
（公財）埼玉県生態系保護協会の「水のトラスト」 

～埼玉や東京で暮らす人々の水源地、秩父の森を買い取り守る～ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

（公社）日本ナショナル・トラスト協会の会員である（公財）埼玉県生態系保護協会で
は、「水のトラストしよっ基金」を設置し、私たちの生存基盤である清らかな水、おいし
い空気、土壌、そして多くの生きものを育む美しい森を「永遠に」保全するナショナル・
トラスト活動を展開しています（埼玉県秩父市・小鹿野町・毛呂山町）。 

2002 年の基金立ち上げから 2021
年 10 月までに 1,633 件の寄附を集
めています。 
相続や利権などで所有者が次々

と変わったり不明となったり、さら
には外国資本による山林取得も懸
念されるなか、日本ナショナル・ト
ラスト協会とも連携し、「市民・企
業の寄附の力で」これまでに約
1,692haの水源の森を取得していま
す。 
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２. ナショナル・トラスト活動を目的とする土地の『譲渡所得税』の非

課税措置の創設 
 

個人が自然環境や生物多様性の保全を目的に、所有している自然地を、ナショナル・

トラスト活動を行う民間団体に寄贈したいという声が多くあります。しかし、現行の税

制においては、このような公益目的の寄附であっても、時価による譲渡が行われたもの

とみなし、譲渡益に対し課税する「みなし譲渡課税」の制度（所得税法第 59 条第 1 項

第 1 号）が適用されます。この点について、租税特別措置法第 40 条では、公益を目的

とする事業を行う法人への財産の贈与、遺贈については、国税庁長官の承認が得られた

場合については非課税とする制度が用意されています。 
しかし、寄附の時点では非課税となるかの判断がつかず、また、ナショナル・トラス

ト活動をその非課税措置の対象とする公益活動とみなすか否かについての判断も明確で

はなく、また、承認を求める手続きは多大な労力が必要とされ、ナショナル・トラスト

活動を推進する立場からは、時代の要求に合致しない制度となっているのが現状です。 
今年 6 月に英国にて開催された G7 コーンウォール・サミットにおいて、「G7・2030

年自然協約」が採択され、2030 年までに生物多様性の損失を止めて反転させること、各

国の陸地及び海洋の少なくとも 30％を保全又は保護すること（「30by30（サーティー・

バイ・サーティー）」と呼ばれています。）などが決められました。ナショナル・トラス

ト活動は、この国際間の約束「30by30」の達成に大いに貢献するものです。 
国民の財産である自然環境や生物多様性の保全のため恒久的な土地の保全を目的とす

るナショナル・トラスト活動の公益性に鑑み、「ナショナル・トラスト活動の推進に関す

る法律」(仮称)の制定、及び、ナショナル・トラスト活動団体に譲渡した際の『譲渡所

得税』を、国の責任で予め非課税とする制度の創設を要望いたします。 
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３. 相続で不要とされた原野や山林、農地等を、グリーンインフラとし

て、人口減少時代における持続可能な地域づくり・国づくりに活か

す土地制度の構築 
【法務省・財務省・農林水産省・環境省】 

今年 4 月に「相続土地国庫帰属法」が制定されました。親から山林や農地、原野を相

続したものの、負担を感じる人が増えており、そのことが所有者不明土地の発生につな

がるとのことから、その対策として制定されました。買い手・借り手が見つからない原

野等の不要な相続土地を、国に申請し、一定の要件を満たしていれば国に引き取っても

らえるという制度です。国は、申請があった場合、事前に、地元自治体に土地の受け入

れを打診するとされています。地元自治体が受け取らない場合、国が、そのどこにも需

要がない土地を長期にわたり管理していくとしています。 
これまで日本の土地政策は、人口増加を背景に土地は有利な資産という考えで構築さ

れてきました。しかし、日本の人口は、今後、急速に縮小していくことが予測されてい

ます。人口 1 万人未満の小規模自治体については、2050 年に、平均して人口が 2 分の 1
以下に縮小しているとも予測されています。 
人口減少社会を迎え、これから必要なのは『土地を自然に還す』という発想です。 
『土地を自然に還す』、例えば山地での自然林の再生、低地での湿地の再生は、生物多

様性・自然生態系の保全・再生のほか、土砂災害や水害の防止・軽減効果等、様々な効

果が期待でき、地域づくり・国づくりに当たっての「グリーンインフラ」と言うことが

できます。 
（公財）日本生態系協会及び当協会と連携して活動している（公社）日本ナショナル・

トラスト協会では、優れた自然環境とされる土地でなくとも、日常的な管理が必要とな

らない山林や原野等（不法投棄等のおそれのある土地を除く）について、これまで数多

く寄付の相談を受け、公益のため、取得してきました。こうしたトラスト活動は、公益

的機能を発揮できる土地をグリーンインフラとして保全するとともに、所有者不明土地

の増大抑制、そして SDGs の達成に貢献するものです。 
地元自治体に対して、グリーンインフラの考えを説明しつつ、土地の受け取りを促し

たり、購入・管理のための支援を行ったりするとともに、こうした私たち民間セクター

の力の活用も視野に、相続で不要とされた山林や原野、農地等をグリーンインフラとし

て、人口減少時代における持続可能な地域づくり・国づくりに活かす新たな土地制度の

構築を要望いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：(公社)日本ナショナル・トラスト協会資料 



5 
 

４. 生物多様性・自然生態系を保全・再生していくための地球温暖化

対策税の見直しを含む税制全体のグリーン化の推進 
 
持続可能な地域づくり・国づくりを実現していくためには、生物多様性・自然生態系

を積極的に守り再生していくことが必要です。 
一方で、人間の生産活動により、CO2 が大量に大気圏に排出されたことに伴う気候変

動、大気汚染といった問題が起きています。自然生態系は、多様な生物を基本的構成要

素としてその他、健全な大気、土、水等の要素がそろってはじめて維持され、全体のバ

ランスを保つことができるものであり、こうした問題は、生物多様性、そして自然生態

系の破壊、ひいては私たちの生活や生命をも脅かすことにつながるものです。 
生物多様性・自然生態系を維持し、持続可能な地域づくり・国づくりを実現していく

ためには、地球温暖化対策や大気汚染対策などを積極的に講じていくことが重要です。 
そのための政策ツールとして、あらゆる経済主体に影響を与えることのできる税制は

非常に重要なものであり、税制の一層のグリーン化、特にカーボンプライシングについ

て、地球温暖化対策税の見直しも念頭に置きつつ専門的・技術的な議論を進めていただ

くよう要望いたします。 

 


